
【仙北市】 

（別紙）特定事業の種類及び要件 

分野 特定事業 要件 

農業 農業生産法人に係る農地法等の特例〔法第 18条〕 別添１ 

その他 特定実験試験局制度の特例〔通達〕 別添２ 

 

《凡例》 

法  ：国家戦略特別区域法 

通達 ：国家戦略特別区域に係る特定実験試験局の取扱いについて（平成 28 年１月 20 日付、

総基電第 11 号） 

 

  

※ 別添１，２の各シートにおいて記載する要件は、各特定事業について法令等で個

別に定められている要件のほか、法第 7条第 2項において「国家戦略特別区域にお

ける産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると

認める特定事業を実施すると見込まれる者」を選定することとされていることを踏

まえ、選定に当たっては、当該事業の確実な実施が見込めることを考慮します。ま

た、各要件については、応募時点で具備するものに限らず、将来的に具備する予定

であるものでもよいこととします。  



【仙北市】 

（別添１） 

農業生産法人に係る農地法等の特例（農業法人経営多角化等促進事業） 

〔法第 18条関係〕 

 

【要件】 

①農業経営の多角化及び高度化を図るため、国家戦略特別区域において農業を行う法

第 18条第 1項に規定する特例農業法人を設立し、又は既存の法人を同項に規定す

る特例農業法人としようとするものであること。 

②①の法人が法第 18条第 1項各号の要件の全てを満たすと見込まれるものであるこ

と。 

③実施時期については、平成 27年度末までに、特例農業法人が、農地法第３条第１

項に規定する許可を受ける予定であること。 

 

 

  



【仙北市】 

（別添２） 

特定実験試験局制度の特例〔通達〕 

 

【要件】 

小型無人機の活用に関する実証実験や、ベンチャー企業等による製品開発等を行う

事業であること 

 


